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被災された院生のみなさんへ（授業料減免支援措置） 

 このたびの震災で被災された院生のみなさんへの支援措置の概要は次の通りとなります。 

（１） 授業料減免（申請手続きについては追ってお知らせします。） 

１）主たる家計維持者が死亡または行方不明のとき 

   ⇒授業料１年分免除 

２）自宅が全壊または流出のとき ⇒ 授業料前期分免除 

３）自宅が半壊のとき ⇒ 授業料前期分を半額に減免 

４）主たる家計維持者が、福島原子力発電所の事故に伴う避難指示または避難勧告によ

り、所有する自宅家屋を長期にわたって使用できない場合 

       ⇒ 授業料前期分を半額に減免します。 

 

  ※１）と２）、１）と３）１）と４）を併せて申請することはできません。 

  ※ただし、入学後の申請により、東北学院大学緊急給付奨学金（授業料半期分相当）が給付

される（返還の必要はありません）可能性があります。 

 

（２） 被災による休学者の授業料免除 

被災により休学を余儀なくされた場合、休学期間の授業料を免除（通常は半額納入）します。 

 

（３） 前期学納金の納入期限の延長（すべての学生が対象です。） 

前期学納金の納入期限を８月１日（通常は５月１４日）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  文・経済・経営・法学研究科・・・・大学院課      022-264-6365 



      工     学   研究科・・・・多賀城ｷｬﾝﾊﾟｽ学務係 022-368-1119 

      人 間 情 報 学   研究科・・・・泉ｷｬﾝﾊﾟｽ学務係   022-375-1141 

 

 

 

※同封の返信用封筒で、別紙（①個人情報変更届、②東日本大震災に関
わる調査）を記入の上で返信してください。 
 
 
 
 
 
 
①個人情報変更届記入上の注意 
 
  1）変更事項がある場合のみ返信してください。 
   
 
②調査票記入上の注意 
 
  1）この調査票は今回の震災による被災状況を把握するためのもので

あり、「調査に答えた＝授業料減免措置」とはなりませんのでご
注意ください。（授業料減免措置をご利用の場合には別途手続き
が必要となります。） 

  2）このたびの震災により被害が無かった方も必ず提出してください。 
 
 
 
 
 
※記入後、すぐに返信用封筒にて返信してくださ

い。 
 
 
 
 

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災における被災状況調査 
 
研 究 科         
 
専  攻         
 
学生番号                 
 
氏  名         
 
Ｑ１．このたびの大震災で被害はありましたか？ 

※該当に○ 
 
    ①被害があった（Ｑ２へ） 
 
    ②被害はなかった（調査は終了です。） 
 
Ｑ２．その被害はどのようなものでしたか？ 

(ア) 枠内に記入してください 
(イ) 自宅の被災状況及び、家族の安否など。 
(ウ) Ｑ３．も回答をお願いします。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ｑ３．授業料減免支援措置を申請する予定はありますか？ 
    ※該当に○ 
 
    あ  る       な  い 
 
 

ご協力ありがとうございました。 


